
住み替え支援制度の内容
■利用者（利用希望者）に
　住み替え支援施策・サービスに
　かかる各種情報を提供
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■ハウジングライフ
　プランナーによる
　カウンセリング（会員向け）
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実施主体 中間法人 移住・住みかえ支援機構
 （JTI）

近年、全国的な傾向として、高齢者世帯が比較的規模の大きい住宅に住む
一方で、子育て世帯が比較的規模の小さな住宅に住んでいる状況にあり、
居住のミスマッチが生じている。
こうした背景から、中間法人移住・住みかえ支援機構（以下JTI）は、国の基
金によるバックアップを受け、高齢者世帯の所有する住宅を継続して借り
上げることで、高齢者の意向に添った住宅への住み替えと新たな生活を支
援すると同時に、子育て世帯に借り上げた住宅を転貸する「マイホーム借り
上げ制度」により、子育てに適した住宅への住み替えを支援している。

中間法人の
取り組み
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■高齢者のマイホーム
　終身借り上げ
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